
 

 

【R6.9.13から9.27まで】 

※発送時期に応じて使用する郵便料金が異なりますので、【郵便切手】欄記載の組み合わせでの納付をお願いします。 

 債権執行の申立てに必要な書類等     R6.9.13~ 

【必要書類】 

□ □  ①債権差押命令申立書 ･･･ 当事者目録・請求債権目録・差押債権目録をつけ，ステープラーで留める。 

A４横書き。連絡先の電話番号を記載する。 

（記載された事項は，すべて債務者・第三債務者に知られます。） 

□ □  ②各目録の写し ･･･各１部 

□ □  ③執行力ある債務名義の正本・同送達証明書 

    ･･･ 送達証明書・執行文を未入手の場合は，債務名義を取得した裁判所・公証役場で申請する。 

      更正決定が行われた場合は，更正決定正本・同送達証明書も必要。 

＊債務名義が家事審判の場合，審判を行った裁判所で確定証明書の交付を受けてください。 

□ □  ④第三債務者に対する陳述催告の申立書（申立てをする場合） 

    ･･･ 陳述催告によって，債権の有無・金額・支払意思の有無等を知ることが可能となる。 

□ □  ⑤代表者事項証明書又は全部事項証明書（当事者が法人の場合） 

    ･･･ ３か月以内のものに限る。未入手の場合は，法務局で申請する。 

      現在の商号や住所が債務名義上の表示と異なる場合は，全部事項証明書が必要。 

□ □  ⑥住民票（当事者の現住所が債務名義上の表示と異なる場合） 

※個人番号（マイナンバー）の記載のないもの 

    ･･･ 債務名義上の住所から現住所までのつながりが分かるもの。 

□ □  ⑦戸籍謄本（当事者の現在の氏名が債務名義上の表示と異なる場合） 

    ･･･ 債務名義上の氏名から現在の氏名までのつながりが分かるもの。 

□ □  ⑧委任状・代理人許可申請書（代理人による申立ての場合） 

    ･･･ 許可申請書には，収入印紙５００円を貼付すること。 

□ □  ⑨債権者の宛名が書かれた封筒 

    ･･･ 命令正本等の送付用に1通必要。陳述催告の申立てをする場合は，さらに第三債務者の数分必要。 

   【収入印紙】 

□ □ 〔債務名義の数〕×〔債権者の数〕×〔債務者の数〕×４０００円 

     【郵便切手】＊申立書が１０ページ以上の場合郵便切手の額が変わることがあります。 

●陳述催告の申立てをする場合             ●陳述催告の申立てをしない場合 

□ □１２９０円(１２５０円＋４０円)×〔第三債務者の数〕  □ □１２２０円(１２０４円＋１６円)×〔第三債務者の数〕 

□ □１２２０円(１２０４円＋１６円)×〔債務者の数〕     □ □１２２０円(１２０４円＋１６円)×〔債務者の数〕 

□ □  １１０円(９４円＋１６円)×〔債権者の数〕      □ □  １１０円(９４円＋１６円)×〔債権者の数〕 

□ □ １１０円(８４円＋２６円)×２×〔第三債務者の数〕      …当事者が各１名の場合，合計金額は 

･･･ 当事者が各１名の場合，合計金額は２８４０円となる。     ２５５０円となる。執行費用は， 

執行費用は，令和６年１０月からの郵便料金改定前の      令和６年１０月からの郵便料金改定前の 

合計金額につき請求可能（当事者が各１名の場合、       合計金額につきにつき請求可能（当事者が 

２７１６円につき請求可能）。                 各１名の場合、２５０２円につき請求可能）。 
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